
 

○萩市民間建築物アスベスト対策事業補助金交付要綱 

 

令和４年４月１５日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、民間建築物に吹付けられたアスベストの飛散による市民の健康被

害の未然防止を図るため、社会資本整備総合交付金交付要綱（平成 22年 3月 26日国

官会第 2317 号）に基づき、民間建築物に係る吹付けアスベスト等の対策を行う者に

対して、市が予算の範囲内で補助金を交付することに必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところに

よる。 

（1） アスベスト調査事業 この要綱に基づき、建築物に施工されている吹付け建材につ

いて、アスベスト含有の有無に係る調査、分析を行うことをいう。 

（2）吹付けアスベスト等 吹付けアスベスト及び吹付けロックウールでその含有する石

綿の重量が当該建築建材の重量の０.１％を超えるものをいう。 

(3) 建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程（平成 30 年

厚生労働省・国土交通省・環境省告示第１号）第２条第２項又は第３項に規定する者

をいう。 

 

（補助の対象建築物） 

第３条 補助金の交付の対象となる建築物（以下「対象建築物」という。）は、市内にお

いて、吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある民間の建築物とする。ただ

し、一戸建て住宅及び木造建築物は除く。 

 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者は、対象建築物の所有者又は共同住宅等の管理組

合（建物の区分所有に関する法律（昭和 37年法律第 69号）第３条の規定に基づく管

理組合をいう。）の代表者（以下「所有者等」という。）とする。 

２ 所有者等は次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1)市税を滞納していないこと。 

(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団の構成員でない者 

(3)アスベスト調査事業に関して、国、他の地方公共団体又は市の他の補助金の交付を受

けていないこと。 

(4）同一箇所のアスベスト調査事業においては、過去に当該補助金の交付を受けていな

いもの 



 

（アスベスト調査に係る基準） 

第５条 アスベスト調査事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1)調査者は、建築物石綿含有建材調査者によるものであること。 

(2)分析による調査は、ＪＩＳ Ａ １４８１「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」

によるものであること。 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、アスベスト調査に要する費用のうち、消費税及び地方消費税を

除いた額とし、１,０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

２ 前項に規定する補助金の額は、１棟当たり２５万円を限度とする。 

 

（交付の申請等） 

第７条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、アスベスト

調査事業（以下「補助対象事業」という。）に着手前に、萩市民間建築物アスベスト対

策事業補助金交付申請書（別記第１号様式）、補助金対象事業実施計画書（別記第２号

様式）及び次の各号に定める書類を市長に申請しなければならない。 

（1） 当該調査にかかる見積書の写し 

（2） 付近見取図（建物が特定できるもの） 

（3） 採取箇所が特定できる平面図等 

（4） 写真（アスベストが施工されているおそれのある採取個所） 

（5） その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の申請があったときは、提出書類を審査し、適当と認める場合にあっ

ては、補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）をし、萩市民間建築物アスベ

スト対策事業補助金交付決定通知書（別記第３号様式）により、申請者に通知するも

のとし、適当と認められない場合にあっては、萩市民間建築物アスベスト対策事業補

助金不交付決定通知書（別記第４号様式）により申請者に通知するものとする。 

 

（事業の着手） 

第８条 補助対象事業の着手は、前条第２項の交付決定後に行わなければならない。 

 

（事業の内容の変更） 

第９条 申請者は、第７条第２項の交付決定を受けた後に、補助対象事業の内容を変更

しようとするときは、萩市民間建築物アスベスト対策事業補助金変更交付申請書（別

記第５号様式）を市長に申請しなければならない。 

 

（補助金の額の変更通知） 

第１０条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その提出書類を審査し、第７

条第２項の規定により通知した交付決定額を変更する必要があると認める場合にあ



っては、萩市民間建築物アスベスト対策事業補助金変更交付決定通知書（別記第６号

様式）により、申請者に通知するものとする。 

 

（事業の中止） 

第１１条 申請者は、第７条第２項の交付決定を受けた後に、補助対象事業を中止しよ

うとするときは、萩市民間建築物アスベスト対策事業中止届（別記第７号様式）を市

長に提出しなければならない。 

 

（実績報告等） 

第１２条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から起算して３０日以

内に、萩市民間建築物アスベスト対策事業完了実績報告書（別記第８号様式）に次の

各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（1） アスベスト調査に係る請負契約書の写し 

（2） 調査内容が確認できる写真 

（3） 請求書または領収書の写し（調査者または調査者が所属する業者が発行するもの） 

（4） 分析機関が発行した分析調査結果報告書 

（5） その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、補助対象事業完了実績報告書の提出があったときは、提出書類を審査し、

適当と認める場合にあっては、補助金の額を確定し、萩市民間建築物アスベスト対策

事業補助金確定通知書（別記第９号様式）により、申請者に通知するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第１３条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の額が確定した後に行う。 

２ 申請者は、前条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、萩市民間建築

物アスベスト対策事業補助金交付請求書（別記第１０号様式）を市長に提出するもの

とする。 

３ 市長は、前項の請求書の提出があったときは、当該提出のあった日の翌日から起算

して１４日以内に、当該請求に係る補助金を申請者に交付するものとする。 

 

（交付決定の取消し等） 

第１４条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部ま

たは一部を取り消すことができる。 

（1） 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

（2） 第１１条の規定により補助対象事業中止届が提出されたとき。 

（3） その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、萩市民間建築物アスベス

ト対策事業補助金交付決定取消通知書（別記第１１号様式）により、申請者に通知す

るものとする。 

３ 市長は、第１項の取消しに係る補助金が既に申請者に交付されているときは、申請



者に対し、萩市民間建築物アスベスト対策事業補助金返還命令書（別記第１２号様式）

により、補助金の返還を命ずるものとする。 

 

（書類の保管） 

第１５条 この補助対象事業に関する書類は、補助対象事業終了年度の翌年度から起算

して、１０年間保存するものとする。 

 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は別に定め

る。 

 

 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１５日から施行する。 


